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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

招 集 日 時 平成31年4月22日（月） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午後0時20分  閉会 

場所・形態 委員会室A・B 閉会中の開催 

出 席 委 員 委員長 掛谷 繁 副委員長 土器 豊 

 委員 尾川直行  守井秀龍 

  中西裕康  石原和人 

欠 席 委 員  なし   

遅 参 委 員  なし   

早 退 委 員  なし   

列 席 者 等 議長 立川 茂 副議長 橋本逸夫 

傍 聴 者 議員 なし   

 報道 なし   

 一般 なし   

説 明 員 議会事務局長 入江章行 議会事務局次長 石村享平 

 庶務調査係長 坂本 寛 庶務調査係主査 小林敏江 

 議事係主任 楠戸祐介   

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前９時３０分 開会 

○掛谷委員長 皆さん、おはようございます。 

 全員おそろいということで、ただいまより議会運営委員会を開催します。 

まず、４月から事務局の体制が変わっておりますので、局長から紹介願います。 

議会事務局長から職員を紹介 

 職員の紹介が終わりました。 

  ************************* 議長の諮問に関する事項についての調査研究 ************************** 

 それでは、議長の諮問に関する事項についての調査研究、政務活動費収支報告書の審査につい

て、事務局から説明をお願いします。 

○石村議会事務局次長 それでは、政務活動費収支報告書の審査方法について御説明申し上げま

す。 

 審査は委員会を休憩いただいてお願いしたいと考えております。 

 まず、議員さんごとの収支報告書ファイルをこちらに御用意いたしておりますので、それを順

次回していただきながら審査をお願いしたいと思います。 

 ファイルには、一番上にチェックリストを挟んでございますので、ファイルを御確認いただい

た後、チェックされた委員のお名前とその報告書の疑義をリストに御記入いただきたいと思いま

す。チェックが済まれましたら、各委員の机の上にチェック表を御用意いたしておりますので、

そちらにチェックを入れていただき、審査漏れのないようにお願いしたいと思います。全ての審

査が終わった段階で、チェックリストをコピーいたしまして、各委員に配付をさせていただきま

す。その時点で委員会を再開いただき、疑義について個別に御協議をいただきたいと思います。 

 使途基準やこれまでの取り決めにつきましても、チェックシートに添付いたしておりますの

で、審査をされる際の参考としていただければと思います。 

 今回の審査は、平成３０年４月から５月に申請のあった方７名分と６月から平成３１年３月分

までの３月までに申請のあった１６名分についての審査となります。前任期の２カ月分を黄色の

ファイルで、今期１０カ月分をその他のファイルといたしております。故沖田護議員の報告書に

つきましては、１月分までの２０万円と２月、３月分の５万円についてを御遺族が御返納されて

おりまして、既に全額をお預かりいたしておりますので、御報告申し上げます。 

 審査方法については以上でございます。 

○掛谷委員長 はい、それでは、早速実施をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 審査のため暫時休憩いたします。 

              午前 ９時３５分 休憩 

              午前１０時５５分 再開 

○掛谷委員長 それでは、委員会を再開いたします。 

 最初に、平成３０年度４月、５月分の政務活動費についての審査の結果を皆さんと御協議しな



- 3 - 

がら進めたいと思います。 

 まず、石原議員でございますが、指摘はございません。４月、５月分の指摘ございません。 

 立川議員につきましても、指摘はございません。 

 尾川議員についても、指摘はございません。 

 次に、山本恒道議員につきまして、守井委員から資料購入費の日刊紙の表示１紙というのがあ

りますけども、説明を。 

○守井委員 見落としとるかもしれませんけど、どれが１紙になるんか表示をせんと、ぱっと見

たときになかったんで。 

○掛谷委員長 要するに自宅用の新聞というんがあるんですけど、１紙目の表示をきちんとして

くださいというのが指摘事項なんで、これはもう御本人に言っていただければいいんじゃないか

なあと思うんですけど、皆さんそれでよろしいんですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、じゃあこれはもう指摘して書いていただくということで、お願いします。 

 それから、私のほうで新聞代の支出明細の記入がないというのがありますけども、これも守井

委員が言われたことと同じことなんで、１紙目をきちっと書いていただくということで了解とい

うことにしましょう。 

 私、掛谷については指摘事項がございません。 

 次、川崎議員について、スマホをお使いなんですけど、私からの指摘でここでは携帯、これ４

月、５月分、１０割になっているんですけども、これが本当に１００％なんかなあと、皆さんど

う思われるかなと思うんですけど。 

○守井委員 何かほかの人のもあったんだろうけど、案分率の表示をどうするかという話で、基

本的に調査用だけに使ったというんであれば、仕方がないんじゃないかと思ったんですけどね。

どういう案分率にするかという根拠がわかりにくいという感じがするんですけど。 

○掛谷委員長 これはいつも問題になるんですけどねえ。政務活動専用に持っとれば、１００％

なんじゃけどね。 

○守井委員 事務局の見解は。 

○入江議会事務局長 備前市議会の支出基準では、案分率は議員さんがお決めになることです。 

○守井委員 そうしたら、確認だけしてみたらと思いますけども。 

○掛谷委員長 それじゃ、１００％ならやむを得ませんけど、案分の必要はありませんかという

ことはお伝え願いたいんですけども。 

○入江議会事務局長 はい、川崎議員さんが何回かおいでになったときに聞かせていただいたん

が、もう一つガラケーをお持ちで、こちらも使うというようなお話を事務局の中でもされておら

れたと思います。 

○掛谷委員長 本当は我々議員が決めることだけど、事務局がチェックはされたということ。 
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○入江議会事務局長 はい、お二つ持っとられて、スマートフォンは政務活動以外には使えない

と。 

○掛谷委員長 専用に使っていると。 

 じゃあ、よろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、じゃあよろしいということでございますので、川崎議員を終わります。 

 あとは津島議員につきましては、ございません。 

 以上が４月、５月分の指摘事項でございます。これで終わりたいと思います。 

 続きまして、平成３０年６月以降分についてでございます。 

 沖田議員につきましては、もう返納されているんで、問題ないということでおさめたいと思い

ます。 

 藪内議員につきましては、指摘事項があります。私からが、資料購入費について目的だけ書い

ているんで、何のために買ったのかというのが、要るんじゃないでしょうかという指摘です。そ

れから、もう一つは、研修会に参加されているんですけども、報告書がついてないんで指摘をし

ています。あと中西委員も指摘されておりますけど、どうでしょうか。 

○中西委員 事務局から出された参考資料の中のその他の取り決めというところで、研修会参加

費については報告書を添付する、２３年４月２７日議運決定というのがあるんで、やはりこれは

必要ではないでしょうか。 

○守井委員 指摘してあげてください。それだけです。 

○掛谷委員長 はい、じゃあ事務局から、報告書、研修会、視察についてはきちんと報告書を添

付するように言ってください。 

 資料購入費についても、もう少し詳しく、例えばここに書いていますけども、「ゼロから始ま

る建築の施工」が書籍名なんです。ところが、政務活動の目的はただの資料となっていますか

ら、例えば備前市庁舎の建設に伴うための調査研究とか、どこそこの幼稚園の改修のために調査

研究をするとか、そういうふうにもう少し詳しく目的を入れてほしいと思っていますけど、どん

なもんでしょうか。 

○入江議会事務局長 改善点という部分で御連絡してみます。 

○掛谷委員長 はい、もう少し詳しく書いたほうがいいんかなという、それと報告書は指摘事項

です。 

 よろしいですね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、じゃあ次、青山議員に参ります。中西委員からは報告書の件ですね、８月２日、２７

日、１０月等の研修会の報告書がないよと。 

○中西委員 はい。 
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○掛谷委員長 はい、私も一緒です。これも同じなんで、研修会報告書を添付していただきたい

ということでございますので、よろしゅうございますね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、では次に参ります。 

 田口議員ですけども、私のほうから資料購入費について、１紙目が赤旗、機関紙の購読なん

で、１紙目というのは除外されるべきではないかなあと思うんですけど、このあたりの事務局の

見解は。 

○入江議会事務局長 はい、この件については、１紙目を政党機関紙にされて、２紙目を例えば

山陽新聞とかとされるというのは常態化しているものだと思います。 

○掛谷委員長 これはよかったでしたかね。 

○入江議会事務局長 ええ、ずっとよかったと思います。 

○掛谷委員長 失礼しました。じゃあこれは了解です。 

 あと尾川委員から商工新聞の購読についての疑義がありますというのをちょっと。 

○尾川委員 代表じゃあねえんかな、違うんかな。 

○掛谷委員長 そこまでようわからんけど。 

              〔「業界紙かな」と守井委員発言する〕 

○尾川委員 その新聞もどんなんかな。 

○掛谷委員長 商工新聞購読、６月から３月分で。田口議員から何かありましたか、相談が。商

工新聞。 

              〔「これは民商が出している新聞」と呼ぶ者あり〕 

              〔「だと思います」と呼ぶ者あり〕 

○尾川委員 民商の代表じゃなかったかな。違うんかな。 

○掛谷委員長 代表かどうかはわからんなあ。取り扱っている人は違いますね。 

○守井委員 商工新聞というのは日刊紙ですか。 

○掛谷委員長 １カ月５００円。月刊紙じゃな。 

○守井委員 １紙目を何かにして、２紙、３紙を政務調査費で購入するというのを一応認めとん

じゃから、２、３、４紙になっても、一応金額の枠の中で一応認めとるという話になっているん

じゃないんかと思うけどね。その枠の中でやられとる範囲ならいいんじゃないんかとは私は思い

ますけど。 

○中西委員 僕の記憶によると、商工新聞なら日本商工団体連合会という大きな団体が出してい

る、恐らく週刊紙。 

              〔「月刊紙です」と呼ぶ者あり〕 

 月刊紙か、なんで、別に資料の中で買われても別におかしくはないもんじゃないかと。毎日毎

日発行されているものじゃないんで。川崎議員もずっととっているはずなんですよ。 
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              〔「もう脱退しとろう」と呼ぶ者あり〕 

 いやいや何年か前はまだ川崎議員もとっとったはずだから。 

○入江議会事務局長 これを出されるか出されんかは議員さんになりますんで。 

○中西委員 今はないかもわからんなあ。何年か前までは川崎議員はとっていたんです。田口議

員は商工団体連合会の会長ではなくて、この東備地域の民主商工会、その下部団体の会長だか

ら。業者の新聞です。 

○掛谷委員長 言えるのは、政党とは書いてないんで、そういう意味では、丸になるでしょう。

政党から発行されているもんじゃないんで、よろしいかと思います。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、次に参ります。 

 森本洋子議員は、守井委員が領収書の宛名に漏れがあったんかな。 

○守井委員 そうです。宛名がないんです。 

○掛谷委員長 これ附箋をして言ってあげてください。 

 次は、石原議員でありますけど、石原議員については、指摘はございません。終わります。 

 西上議員につきましては、守井委員から新聞購読１紙目、日刊紙計上というところがありま

す。 

○守井委員 何か表示があるんかな、ちょっとわからなんだんじゃけど。 

○掛谷委員長 １紙目表示が要るんじゃないかという指摘ですね。 

 じゃあ、これはそのように言ってください。 

 次、星野議員については、指摘はございません。 

 それから、守井議員もございません。 

 次は、尾川議員ですけども、中西委員から研修会の報告書がないんじゃないかという指摘なん

ですけど。 

○尾川委員 はい。 

○掛谷委員長 じゃあ、それは後日出してください。 

○尾川委員 はい。 

○掛谷委員長 はい、次に参ります。 

 私掛谷はございません。 

 次に、土器議員から。土器議員は尾川委員からこれはトナー代の案分はどうなんですかと。 

○尾川委員 政務活動以外に使うてねんなら１００％でもええよ。 

○土器副委員長 わかりました。 

○掛谷委員長 はい、じゃあこれは修正をしていただくということで、私も同じですね。 

 それから、中西委員からは、調査報告書が添付されていませんと。 

○土器副委員長 はい、提出します。 
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○掛谷委員長 はい、次に参ります。 

 川崎議員は私と中西委員で、中西委員のほうは固定と携帯の案分について指摘があるようで

す。 

○尾川委員 ガラケーを別に持って、１００％と言よんじゃから、それを何か表示するという

か、記入すりゃええんじゃねんか。 

○掛谷委員長 固定電話について一応８割と明記しています。ソフトバンクの携帯は７割と明記

はされています。ガラケーの表示は一切ないんで、多分これについては出してないんで、それは

いいんですけど、一応書いてはあるんです。だから、７割か８割かというのが高いか低いかとい

う話になってくると、これは今言う個人の判断ですね。 

○石原委員 さっきの４月、５月でスマホについては１０割、ガラケーが別にあるから。そこで

あったスマホがソフトバンクでは６月以降が７割になっていますよということで、案分率がよう

わからん。 

○中西委員 ４月、５月のやつが１０割で、固定は８割で今度は７割と。だから、その整合性だ

け本人に確認してもろうてから、誰から聞かれても答えられるようにしときなさいよということ

でいいんじゃないんですか。 

○掛谷委員長 了解しました。 

 今指摘があって、１０割じゃ７割じゃ８割じゃということをきちんと説明できるだけ、できり

ゃちょっと後ろにでも書いてくりゃええんじゃな。市民生活の要望と連絡、相談という同上で全

部済んどるんですよ。そこへやはり市民との連絡、報告に７割は必要であるとか、もうちょっと

明確にしていただきたいと。特に案分が高い場合は特にです。２割、３割だったらそんなもんじ

ゃないですか。だけど、逆に言やあ、７割、８割から１０割になると、理由をきちっと明確に書

いておくことが、今ちょっと提案がありましたので、それをちょっと改善ということで言うてあ

げてください。 

 はい、よろしいですね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 次の中西議員は私から、弁護士費用というのが経費としてどうなんでしょうか、余りないんで

すけども、このケースについて事務局のほうでちょっと見解があれば。どうですか、事務局、弁

護士費用。 

○石村議会事務局次長 弁護士費用につきましては、２７年度の政務活動費で、過去に例がござ

います。そのときは訴訟に使う費用なのか、調査費用なのかということを御本人に確認してとい

うことになって、調査の内容を簡単でいいので、報告書的なものをつけてはどうかというふうに

議運の中では御指摘がございました。 

○掛谷委員長 なるほど。中西委員、そういうことなんで、内容をもう少し書いていただいて添

付して。 
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              〔「概要を書いています」と中西委員発言する〕 

 ここでは、何か行政文書のあり方について弁護士に御相談されたと、そういうことですか。 

              〔「それでいいんじゃないの」と呼ぶ者あり〕         

 そこははっきりしていますけどね。まだそれより、行政文書というてもいろいろたくさんある

んだけど、その内容まで言う必要はない。 

○中西委員 それはもうそこに資料をつけていないとすればあれですけど、つまり行政が処分を

下した行政文書の最後には、不服審査請求ができるという教示を書かなければならないと。とこ

ろが、その教示のない文書が備前市の行政文書の中でたくさん発行されていたということが本会

議でも明らかになったわけです。それは弁護士がやはり適切でない、すなわち違法だというふう

におっしゃられましたということなんです。そこに則武弁護士と相談したという記録が残ってい

ます。 

○守井委員 それはあくまでも調査費だという考えであればいいんじゃないでしょうか。それが

訴訟のための費用だということになれば、政務調査に該当しないと思いますけれども、先ほどの

話はあくまでも調査費の範囲の中という形でいいんじゃないかと思いますけど。 

○掛谷委員長 はい、じゃあそういうことで問題ないということで、終わります。 

 次は、橋本議員さんですけども……。 

○橋本副議長 勧告を受け入れて案分します。それと、報告書を提出します。 

○掛谷委員長 はい、その２点でございます。 

 はい、あとは立川議長、守井委員から。 

○守井委員 振込手数料が参加費、宿泊費、含まれるんかなっていうふうな感じに思うたんです

けど。 

○尾川委員 そこまで分けんでもええんじゃないん。そうせにゃ銀行振り込みにしたら必ず手数

料を取られるんで、それは認めるべきじゃし、間違いのもとじゃ、分けたりすると。 

○守井委員 参加費が手数料も含めた表示でええんかというだけのことでじゃな、要はそれは振

込手数料も計上すればええという考えは考えなんじゃ。皆さんがそれでもええというんであれ

ば、うちの議会はそういうぐあいにまとめるんじゃ。 

○尾川委員 食事代が入っとると食事代を抜く場合がある。そうなったら振込手数料はなくなる

んじゃ。それはしょうがねえ。だから、そういう食事代が入ってない視察は、振込料を認めりゃ

ええと思うよ。 

○掛谷委員長 今の参加費は７，０００円なんですよ。そのときに振込手数料が４３２円かかっ

とる。７，４３２円というふうな、４３２円を別で書いてくださっとんじゃけど、それは問題な

いと思います。ただ、見るときにややこしいなという話なんで、理解したら、これは問題ない

と。ただ、私の場合は手数料を入れていませんけどね。 

○尾川委員 手数料が入らんというんじゃ、食事代を引いたら。 
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○掛谷委員長 食事代は引いとるけどな。 

○尾川委員 いやいや、領収書が別にあろう。食事代を引いたやつが７，０００円、それでいっ

たら振込手数料が入らんわけじゃ、わかる意味が。 

○守井委員 私は、もう参加費というたら参加費だけを計上するようにして、振込料は計上せん

ようにしよんじゃけど、基本的には。 

○掛谷委員長 私もそうしているんだけどな。 

              〔「事務局どう思います」と呼ぶ者あり〕 

○入江議会事務局長 結構じゃないかと思います。資料も送料がかかってもいいというイメージ

とほぼ一緒だと思うんですが。 

○掛谷委員長 はい、私もそれは問題ないと思うんで、いいでしょう。逆に言えば、ここできち

んと書いてあるんじゃから、書いてないんじゃったらあれじゃけど、書いているから。 

              〔「ええんじゃな、ほんなら」と守井委員発言する〕 

              〔「ええと思います」と呼ぶ者あり〕 

 それから、私からＨ－３で、領収書が感熱紙で見えにくいんですよ。支払い証明書をつけられ

たほうがいいんじゃないかと。 

              〔「見えるんじゃろ」と呼ぶ者あり〕 

 いや、見えない、ほとんど。 

その前のきちっと出されとんのに、これはついてないんですよ。支払い証明書をつけてやっ

てください。 

○立川議長 わかりました。つけるようにします。済いません。 

○掛谷委員長 はい、以上が政務活動費の報告書調査をこれで終わります。 

○尾川委員 案分率について事務局に聞きたい。これは昔からオンブズマンもかなりチェックし

てくるところじゃけど、一般的に案分率についてどういう傾向かというのを教えてもらいたい。 

○入江議会事務局長 はい、これについては尾川委員さんの御指摘のとおりでして、去る２月頃

に全国市議会議長会が政務活動費の調査チーム報告書みたいなものを初めて出されたんだと思う

んですが、その報告書を見ると、５割程度が妥当なんではないかというようなものが出ていま

す。今までは３割じゃないととかというやつが５割程度まではいいんではないかというような指

摘もあります。ただし、備前市議会の支出基準では、その案分率は議員さんがお決めになる。議

会によってはいくら認めても５割までよというふうに支出基準を決めている議会もあります。備

前市議会にはそれがないので、上は１０割から下は何％になるかわかりませんが、議員さんにお

決めいただく。１０割と言われれば１０割ですし、５割と言われれば５割、そういうイメージな

んですが、全国的には携帯代は５割までとか、備品は１０万円までで５割とかというような、そ

んな話をそれぞれの議会が決められているんで、この後、政務活動費の基準をどう変えていくか

のところで御判断をいただきたいと思いますが、本日のこの精算の場においては、今の基準でど
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うかというイメージになると思います。 

○尾川委員 一般的な妥当な常識的なというか、５０％ぐらいにしたほうがええということなん

かな。 

○入江議会事務局長 はい、その関係図書を見ると、そうかなあと思う程度で考えますが。 

○掛谷委員長 参考にということですね。 

 以前の議員で、専用回線でパソコンを使っているんで、それ以外は、使っていませんという方

もおられましたよね、たしか。だから、今川崎議員が仮にもうガラケーでもスマホでも、それは

使ってないよとおっしゃられるんなら、もうやむを得ない、１００％。証明することが非常に難

しいけど。余りにも額が大きいとね。 

○尾川委員 専用機を持っとんと、１台を両方に使ようるんでは話と違うんじゃから一緒にした

らおえるもんか。 

○掛谷委員長 それは違うんです。そういうふうなこともありましたということです。５割程度

が全国平均ではちょっとガイドラインじゃないけど、出ていますよということだけ知っていただ

いとったらいいんかと思います。会派に帰られましても、ちょっとその辺のところも伝えてくだ

さい。 

 いいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、では議長の諮問に関する事項についての調査研究を終わります。 

  ************************* 議会の運営に関する事項についての調査研究 ************************** 

次に、議会の運営に関する事項についての調査研究で、①委員会の行政視察について説明を

お願いします。 

○石村議会事務局次長 委員会の行政視察でございますが、５月中の視察を希望しておられまし

て、実は現在のところまだ決まっておりません。事務局案としまして、静岡県牧之原市というと

ころなんですけれど、ここは議会改革を熱心にされていて、委員会ごとに市民との意見交換会を

されているところでございます。平成２３年から何年間もされています。そういったことで、議

会報告会、それから委員会の報告会についてそちらへ行かれてはと考えております。 

 それから、もう一市については、その近隣で議会基本条例というテーマで探してみてはと考え

ております。ただ、この牧之原市なんですけれど、ＪＲの関係で、掛川市まで出て、そこから１

時間近くバスで移動するということになるんですけれど、５月中の実施としたら、委員さんの日

程を御協議いただいて、本日日程の御指示をいただけましたら、それから日程調整を進めたいと

考えております。 

○掛谷委員長 今話がございました５月中に１市は考えていまして、その近くでもう一市、議会

基本条例をということなんですが、よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 はい、じゃあ、あと日程なんですけどもどうしましょう。 

              〔「案を示してくれたら」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、議運が３０日になっとりますから、その前といったら、２０日から２４日の間。 

日程を協議するが調整できず 

 今のところ５月の実施は厳しいです。 

 もう５月、６月は、難しいですね、そうなると。それじゃから、計画が入ってない、真っ白な

ところで行かないと、もう厳しい。日程を決めましょう。 

              〔「議会が済んだら７月じゃ」と呼ぶ者あり〕 

 ７月ですわ。暑いけどもね。７月にしましょう。 

７月の日程を協議する 

 はい、じゃあとりあえず７月１日、２日で、静岡県牧之原とその周辺ということでよろしいで

しょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、じゃあ次の②２月の定例会の振り返りです。それぞれ会派からこれは改善したほうがい

いんじゃないかとか、これはこうあるべきだということについて、予算審査に時間がなかったと

いうことが何か議論になったかと思います。どうぞ、振り返って、指摘があれば。 

○尾川委員 もっと余裕を持ったスケジュールで日程を組んでくれえと、早う始めるか、遅うま

でやるか、それだけのこと。日程を２日ぐらい延長するということしかねえ。 

○掛谷委員長 はい、その点だけですか。 

○尾川委員 それと委員会への報告がねえという声があったな。 

 要するに突然議案で出てきて、何の話もねえじゃねえかと。委員会がもう少し充実した活動し

てほしいという、それで執行部も計画があるものは、事前の報告をもう一度徹底してほしいとい

う意見があったよ。 

○掛谷委員長 説明がないままに議案が出されてきているから、事前にしてほしい。 

○守井委員 言い方を変えれば、新規事業については、ある程度目的とか方針とかね、そういう

ものがもう少し委員会の中でしっかり審議できる資料を出してもらわなきゃという考え方じゃな

いかと思いますけどね。 

○掛谷委員長 はい、それは当初予算ですね。 

○守井委員 はい。 

○中西委員 ３つありまして、１つは先ほど出ていました日程について、当初予算のときには、

もう少し前に予算を出していただいて、会期をもう少しゆったりさせてもらえないかと。予算委

員会が２日続くと委員会が３日間続くわけですよ。３日目になると、やっぱりちょっとこちらも

集中力も欠けてくるというのもありますし、連続してやっても、２日ぐらいをめどに途中で休め

るようにしていただきたいと。事務局も、これは恐らく大変なことじゃないんかと思うんで、そ
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この点は検討していただきたいと。 

 それから２点目は、さっき守井委員からも出されましたように、この間議運で視察を行ったと

思うんですけども、ちゃんと新規事業の一覧というものが出ていましたよね、事業の目的と予算

の内訳、それから内容だとか。あの事業シートというのをやっぱり出してもらうということにす

れば、恐らく質問がもっと違ったものになっていくんじゃないかという感じもしますし、無駄な

ことを聞かなくてもいいというのが２点です。 

 それから３点目は、やはり予算委員会は全員でもって構成してやるかどうか、やっぱり分割付

託にするということについては、ぜひ議運の中で検討していただきたいと。全員で集まってやっ

ていると、途中で関連、関連といって何かを思いつくような人たちがいるんで、あれをやられた

んではかなわない。我々わからないことを聞いていかざるを得ないんで、それを委員会でやっぱ

りやっていると、それはかなり予算上も一緒になっているからやりやすいと思うんですけど、分

割付託については一回考えてほしいという、この３つです。 

○掛谷委員長 はい、わかりました。 

○石原委員 新志会も日程のところなんですけれども、少しでもゆとりを持ってということで、

前回もたしか議論があったり、それから少しでも早く始められて、どうしても卒業式、卒園式等

も絡んできますし、極力午後からの委員会の開会というのも、極力避けていただいて、ゆとりを

持って、特に２月議会は議案も多岐にわたりますし、なかなか審査が厳しい状況下の少しでもゆ

とりを持って臨めればと考えます。 

○掛谷委員長 はい、副委員長のところは。 

○土器副委員長 委員会等なんですけど、説明員に余りにも要望が多いんじゃなかろうかなと思

いました。 

○掛谷委員長 はい、公明党も、大体皆さんがおっしゃられたことだと思います。やっぱり当初

予算は卒業式があって、毎年これが問題になってくるんで、事務局ともいろいろ相談しながら、

いろいろやってみました。そのちょっと事務局のほうから事情というか、例えば２日とか３日と

か、極端には１週間前、前倒しで予算をする、２月定例会はできないのかどうなのか。予算執行

に当たって後ろへ延ばすのは非常に難しいが、前倒しは何とかなるんじゃない、今から言ってお

れば。施政方針を聞いてから質問通告をするというケースが多いという意味で施政方針なんかも

わかるんだったら、事前に出したらどうかというのも我々の話としては出ております。その辺を

あわせて、今の御意見をどのように執行部に申し入れできるか、そのあたりを事務局にお尋ねを

しておきたいと思います。 

○入江議会事務局長 はい、日程についてはこの２月定例会、前の２月定例会でかなりタイトだ

ったということもありまして、今から提言をしていくには全然やぶさかでなくて、ゼロから来年

の２月定例会の日程を組むよう議事係へ指示しています。それを執行部へ持っていって、それで

いけるのかいけないのか、そういう話ができるんじゃないかと思います。ただ、来年については
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新庁舎が２月１４日に竣工されるということで、さらに厳しい日程になることはわかっておるん

ですが、まずは、組んでみてどうかというのをやらないと前に行かないということになって、事

務的には何案かを決めて、議員さんにお示しができればよかったんですが、最後の最後で２月１

４日に新庁舎ができて引っ越ししてというところで今とまっています。 

○掛谷委員長 それだけ業務量が多くなる、移設というか違う仕事が入ってくるんで、全体的に

厳しいと、そういう意味。 

○入江議会事務局長 いや、日程を組むことについては問題ないというか、想定をしてみること

が最初だと思うんです。 

○尾川委員 善処してもらわにゃおえんわ。 

○掛谷委員長 じゃあ、皆さんの一番大きい問題の日程について、ちょっと前倒しで組んで、そ

れを想定したものを執行部とよく話しながらやってみていただけますか。 

○入江議会事務局長 まずは議運へ御提案して、これで市長部局へ当たってみなさいというのを

いただくような手続にしたい。 

○掛谷委員長 それでよろしいですね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、じゃあ一番の大きな問題は対応していくということで。 

 ２つ目の事業を拡大するとか、新規であるとかというものについて、ちゃんと説明をしたもの

を出していただければ、中西委員が言われた事業シートというものの工夫をしてはどうかと。そ

れは守井委員も今おっしゃった内容と同じです、大体がというふうなことの意見なんです。そこ

についてはどうでしょうか。 

○守井委員 事務局から執行部に調整してもらうように話をしてみたらいかがですか。 

○掛谷委員長 はい、そういうことなんですけど、事務局どうでしょうか。そういう声があるん

で、予算審査をする場合に、こういった資料があれば、非常に早く一々聞かなくても見りゃわか

るわけなんでね、というようなことの内容と私は思っていますけども。これも執行部にちょっと

御相談をしていただきたいなと、どうでしょうか。 

○入江議会事務局長 はい、これも含めてどのタイミングでいくかはちょっとわかりませんが、

まずは内々に財政担当へ当たっていくことが第一と思います。重々承知しております。国がやる

ような事業シートですよね。非常にわかりやすくて、審査の充実が図れるものだと思っておりま

す。 

○掛谷委員長 じゃあ、これもそういうようなことで、議運にどんなぐあいか返事をまたしてい

ただきたいなと。具体的なことについては、執行部からまた提案があれば、教えていただきたい

ということでございます。 

○尾川委員 逆になあ、向こうからもらうばあじゃなしに、こっちが出さにゃいけん、どういう

ものが欲しいかというのを。どこかのまねじゃなしに、少しは考えて出さなんだらおえまあ。つ
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くってくれ、つくってくれというて、予算なんかはいろいろあるが。例えば計画の段階で聴取し

とるところから関わるんか、予算制度というもんがあるが。ただ結果のシートで拡充じゃあ何じ

ゃあというんだけじゃなしにな、何でそんな予算がついたんかということをきちっとして押さえ

ていかなんだらいけんが。 

 だから、予算そのものについての全体で備前市議会としたらどうするかということを考えてい

かなんだら。それをあれがええから、これがええから、全体像をどうしてほしいと。だから、今

はとにかく日程をもうちょっと前倒しして、審査だとか調査の時間を欲しいと言ようるわけじゃ

から。変えていくには時間がかかるよ、それは１年も２年もなあ。 

○掛谷委員長 それはかかると思うんですよ。だから、すぐにできんとしても。 

こちらもそういういい、岩倉市かどっかあったと思いますね、たしか。ああいうのも提出し

て、こういうのも参考にしてくださいというようなことで、こちらも提案しましょう。 

 じゃあ、③申し送り事項、（１）の議会基本条例について、説明がありますか。特にない。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 要するにね、いつの時点でつくり上げるかということなんです。１２月議会では、もう上程し

たいと。それまできちんとしたものを皆さんで、議運で最終的な条文を煮詰めて、取りまとめて

１０月、１１月ぐらいまでにはまとめてきちんとしていきたいと。要はここでは１２月定例議会

上程をしていきたいということだけ提案をしたいんですけど、よろしいでしょうか。 

○守井委員 それでよろしいですが。そのためには、６月ぐらいには素案ができとらにゃだめな

んじゃないんかな。そういう流れでやっていただいて結構だと思いますよ。 

○掛谷委員長 はい、そうしますと、やっぱし月に最低１回でも、そのためだけの、例えば５月

でも１回だけは議会基本条例を中心にした議運を開いていただかないと、６月は定例議会なん

で、７月なんかも１回開いていただかないといけないと思うとんですよ。早く決まれば早く出し

ゃええわけですけど。遅くとも１２月議会には上程したいと。毎月１回ぐらいは議会基本条例の

ためだけの議運を開きたいというようなことでよろしいでしょうか。 

○尾川委員 やるということになっとったんじゃねんかな。もう同じことばあ言うてから、決め

なんだら。４月からするというて決めとろう。ただ具体的になってねえだけの話じゃがな。 

○中西委員 具体的に日にちを決めようや。 

○掛谷委員長 決めましょうか。 

○尾川委員 いや、３月の時点でそういう話をしょうたが。戻ってしまよんじゃが。 

○掛谷委員長 いや、戻らん。早ければ早いほどいい。 

○守井委員 じゃから、今言うたように６月ぐらいには素案をつくって、９月なら９月ぐらいに

修正がかかるような形で、完璧なものにして１２月に上程するようにしないと、間に合わんのじ

ゃないの。 

○石原委員 きょう５月の日程を決めて、この条例を協議するための集まりを設けて、それでま
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た進捗、進みぐあいもありましょうし、５月にやりましょう。 

○掛谷委員長 次はいつがいいんですか。 

７月の日程を協議する 

○掛谷委員長 はい、５月１５日。９時半。いいですね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、じゃあこれに決めました。 

 議会基本条例についてです。資料も全部持ってきてください。 

 はい、じゃあ次に行きます。（２）議会報告会、いつも８月に実施しておりますが日程です。 

○石原委員 済いません。例年８月後半のお盆明けに集中して４日間開催しとんですけど、これ

も以前の議運でも申し上げましたが、正式に提案したかどうか定かでないですけど、最低年間１

回は開催しますみたいなことだとは思うんです。日程の設定自体も今みたいな形じゃなくて、５

月、８月、１１月、２月１日付で議会だよりが発刊されるんで、議会だよりそのものを一つ議会

報告、意見交換の資料としてはと。今のようにあのタイミングに集中的だと、９月議会も迫まっ

とるし、タイトだと思います。それを分散するような形で、これ一つの案ですけど、議会だより

をもとに年間４カ所、間隔はあくんですけど、そこへ全議員が臨む。どういう形になるか、ある

一定の議員さんとのやりとりの時間がふえるかもわからんですけど、今のような形で議会報告会

へ向けての８月に委員会をわざわざ開いて、委員会の報告をしても、結局例年市民から出される

御意見であったり、質問であったりというのは、それ以外のことのほうが多いようなこともある

んで、そういうところもちょっと導入に向けて一度御検討いただければと思います。 

○掛谷委員長 はい、そういう意見がありました。 

○守井委員 会派じゃ相談していないんですけどね、報告会のあり方をやっぱしもう一度見直し

て、再検討せにゃいけんのんじゃないんかと思うんで、これから取り組むというたら、ことしの

開催については難しいんじゃないかという感じがするんですけどね。今までと同じことをするん

であれば、通常のとおりでやれるんだろうけど、この資料にあるけど、だんだん参加者も減って

きているし、何かやり方について変えていかなきゃいけないんじゃないかという時期に来ている

んじゃないかと思うんですけど。それも含めて議運の中でよく、議員の皆さん方に相談して、こ

ういう方向がいいんじゃないんかなあというのを意見聴取できてないんかと思よんじゃけどね。 

○掛谷委員長 どんどん意見を言ってください。 

○尾川委員 今度は議会基本条例というのは、準備段階として絶対にパブリックコメントをせに

ゃおえんと思うんじゃ。それから、市民に対して説明する機会をつくらにゃいけんと思う。そし

たら、そのときにある程度アウトラインを出して、パブリックコメントできて、説明するぐらい

のな、段階にせにゃいけんのんじゃねんかなという感じがするよ。じゃから、議会報告会という

銘打って議会基本条例の逐条解釈じゃねえけど、趣旨説明というんか、そういった機会にせにゃ

いけんのんと、あれだけあっちこっち見てきて、報告会をどうするかというのを議論しながら結
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論が出てねえわけじゃから、分散して何カ月に一遍すりゃええというのもあるし、いろいろある

けど、まず今回は議会基本条例を説明していくと、それで議会にかける段階じゃねえかなあと思

うんですけど。 

○中西委員 いろんなやり方があるとは思うんですけども、やっぱり議会基本条例をもし１２月

に上程すると、今委員長が言われたような形でいくと、やはりその前には市民の皆さんに一応御

説明をし、御意見をいただくという機会を設けたほうがいいと思うんですよ。今までの議会基本

条例を設けるというのは、市民と議会との開かれた議会にし、市民の意見をどうこう聞いていく

んかというのが最大の狙いだと僕は思うんですよ。そういうことからすると、やっぱりこれはや

ったほうがいいだろうと。時期的には、やっぱし９月の定例会が終わった後ぐらいのほうがとい

う感じがするんですけどね。 

 今度７月に視察に行くわけですから、それを踏まえて。 

○掛谷委員長 副委員長は。 

○土器副委員長 よろしいです。 

○掛谷委員長 よろしいですか。いろいろ意見が出たんですけども、確かに議会基本条例を上程

していくならば、何らかの形で市民にはお話をお聞きする機会は持ちましょう、もちろん、これ

は大事なことだと思う。ただ、これをいつやるかについては、どうします。 

○守井委員 基本条例の話を５月にやろうというて言よんですから、それにあわせて議会報告会

どうするかも一緒に相談したらいかがですか。 

○掛谷委員長 じゃあ、きょうは決められないね。 

 決められないんで、５月１５日に議会報告会も議題に入れましょう。しっかりと練っておいて

ください。持ち帰って見てください。５月１５日に決めましょう。それでいいんかなあ。おくれ

ても大丈夫なんかなあ、事務局のほうは。８月に報告会をやるんだったら、早う決めてもらわな

いかんとかというような話があったけど。 

○石村議会事務局次長 ５月１５日に日程が決まるようでしたら、十分間に合うと思います。 

○掛谷委員長 十分間に合う、わかりました。 

 じゃあ、しっかりと練ってきていただきたい、５月１５日に決めましょう。 

 はい、次、（３）政務活動費の見直しについて、これは事務局で何かございましたか。使途基

準の厳しいということやら、透明性の確保、陳情にも使えるというふうな話がいろいろ政務活動

費の見直しにはあるんですよ。それについて説明をお願いしたいと。 

○入江議会事務局長 はい、もう２年越しになりますが、改正案の手引をつくっております。で

きましたら、結論をお出しいただきたいと思いまして、やり方としては、例えば正副委員長に御

一任をいただいて、草案を完全に出させていただく。それから、委員会で御協議いただくという

ような形がいかがかなあと事務局では思っております。内容は使い勝手と公表をどちらも強化す

るというような格好で考えてはおるんですが、その素案じゃなくて、もう完全な草案について正
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副委員長に御一任をいただければ、事務局と御相談の上、この場に出していくということで、前

へ進めたいなあというふうに思っております。 

○掛谷委員長 何かあれば。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ、とりあえず見せていただいて、早目に皆さん方にこんな内容ですよということもお示

ししたいと思いますんで、御一任いただけますね。 

○尾川委員 見直しじゃから、金額もな、少し考えて、緩める、緩めるいうて、総額が一緒なん

じゃからな。金額面の問題も検討すべきじゃねんかな。なかなか理解は求められんと思うけど。 

○掛谷委員長 はい、それも含めてね、素案をじゃあ出していただいて、そのようにさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

 じゃあ、次の（４）次期定例会の運営について。 

 はい、事務局のほうで。 

○石村議会事務局次長 ６月定例会でございますが、３月の定例会の最終日に案をお示ししたと

きには、まだ新元号が公表されておりませんでしたので、定例会の呼称が、新元号元年６月備前

市議会第２回定例会となっておりましたが、令和ということで発表がされましたので、そこを直

しただけで、日程的には特に変わっておりません。 

○掛谷委員長 はい、よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、じゃあこれでいきます。 

 最後の大きい３番ですけど、報告事項、①行事予定について説明をお願いします。 

○石村議会事務局次長 本日現在でわかり得ております行事について、４月、５月、６月分につ

いて記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

○掛谷委員長 はい、５月１５日に議運が入りましたね。９時半から。 

 はい、あとはよろしいですね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

行事予定についてはよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、じゃあ皆さんのほうからないですか。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、以上をもちまして議会運営委員会を閉会します。 

              午後０時２０分 閉会 


